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地域公共交通計画認定申請書  

 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  
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別 紙（地域幹線系統） 

 

 

令和７年  月  日 

 

          （名称）富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村 

地域公共交通活性化協議会        
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

金剛ふるさとバスは、本地域の幹線交通を補完し鉄道駅と接続することで広域の移動も可

能となり、通勤通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動や、観光・余暇活動等、多様

な目的での移動を担っており、重要な役割を担っている。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維

持事業（地域間幹線系統補助）の支援及び多様な関係者との連携強化により、本地域の地

域公共交通の活性化及び利便性向上に努める必要がある。 

 

対象路線 

・金剛ふるさとバス 千早線    （運行主体：南海バス株式会社） 

・金剛ふるさとバス さくら坂循環線（運行主体：近鉄バス株式会社） 

・金剛ふるさとバス 喜志循環線  （運行主体：近鉄バス株式会社） 

・金剛ふるさとバス 阪南線    （運行主体：近鉄バス株式会社） 

 

（金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画 P43-45 参照） 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

金剛ふるさとバスの年間輸送人員を 852千人／年以上とする。 

金剛ふるさとバスの収支率を 48.7％以上とする。 

金剛ふるさとバスにおける１人あたりの行政負担額を 315円／人とする。 

 

（金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画 P46 参照） 

 

（２）事業の効果 

地域間幹線バス路線を維持することにより、沿線住民の通勤通学、買い物、通院等の日常

生活に必要不可欠な移動手段を確保することができる。 

また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さ

らには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・広域幹線交通の利便性向上（4市町村、事業者） 

・広域連携による幹線交通の維持（4市町村、事業者） 

・持続可能な地域公共交通の構築（4市町村、大阪府、事業者、民間施設管理者等） 

・支線交通の運行内容の見直し（4市町村、事業者） 

・公共交通の利用環境改善と強化（4市町村、事業者、民間施設管理者等） 

・地域内の公共交通に関するわかりやすい情報提供（4市町村、事業者） 

・多様な関係者と連携した利用促進策の展開（4市町村、事業者、民間施設管理者等、住民） 

・他分野との連携・住民協力による横断的な取組の促進（4市町村、福祉・観光等関連部署、

住民） 

 

（金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画 P50-59 参照） 

 



別 紙（地域幹線系統） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
表１を添付 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

表２を添付 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・年間輸送人員（輸送実績（OD調査結果）より確認） 

・収支率（各年輸送実績より確認） 

・1人あたりの行政負担額（各年輸送実績より確認） 

 

（金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画 P62 参照） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

表４を添付 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

（１）取組内容 

①住民への周知及び利用促進の実施 

・４市町村の広報誌、ウェブサイトに公共交通利用促進の広報活動を展開 

・地域公共交通計画の策定 

・広域バスガイドを作成し、公共施設等に配架 

②スマートフォンアプリ「ミライロＩＤ」の取扱い開始 

スマートフォンアプリ「ミライロＩＤ」の画面を提示することにより、身体障がい者手帳

および療育手帳を提示する場合と同様の割引（普通旅客運賃５割引）を適用 

③交通系ＩＣカード導入による利用促進 

・全国共通交通系 ICカードの導入により利用促進を図る。 

（２）実施主体 

近鉄バス株式会社、南海バス株式会社、協議会、４市町村 

（３）定量的な効果目標 

①～③の取組により、人口減少に応じた利用者数を維持し、収支率年１％の改善を目指す。 

 



別 紙（地域幹線系統） 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

該当なし 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 

 

（２）事業の効果 

該当なし 

 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 

 

（２）事業の効果 

該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
該当なし 

 



別 紙（地域幹線系統） 

18．協議会の開催状況と主な議論 

〇令和５年度 

・令和５年１０月 ５日（第１回） 協議会の組織について ほか 

・令和５年１０月１９日（第２回） 新たな公共交通の検討について ほか 

・令和５年１０月２６日（第３回） 新たな公共交通の素案について ほか 

・令和５年１１月１６日（第４回） 新たな公共交通の協議について ほか 

・令和６年 ２月 ２日（第５回） 令和６年度事業概要について ほか 

・令和６年 ３月２７日（第６回） 令和６年度予算について ほか）※書面開催 

〇令和６年度 

・令和６年 ８月２３日（第１回） 令和５年度事業・決算報告について ほか 

・令和６年１０月２３日（第２回） 地域公共交通計画の策定状況について ほか 

・令和７年 １月２３日（第３回） 地域公共交通計画の素案について ほか 

・令和７年 ３月２７日（第４回） 地域公共交通計画の策定について ほか 

〇令和７年度 

・令和７年 ５月 ７日（第１回） 規約の一部改正について 

・令和７年 ５月２０日（第２回） 地域公共交通計画の認定申請について ほか 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

市のホームページなどで本計画に関するアンケート調査を行った。運行本数の充実や、鉄

道との乗り継ぎの改善を求める声があったため、そちらに考慮した計画とした。 

 

募集期間：令和７年５月２日～６月１日 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）大阪府富田林市常盤町 1番 1号   

（所 属）富田林市まちづくり部交通政策室  

（氏 名）羽富 大樹            

（電 話）0721-25-1000           

（e-mail）koutsu@city.tondabayashi.lg.jp  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

 



補助要綱規定事項一覧表

自治体名：富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村地域公共交通活性化協議会

計画名称：金剛ふるさとバス沿線等地域公共交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P43「表 公共交通モード別の役割」

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P44「金剛ふるさとバスにおける
地域公共交通確保維持事業の必要性」

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P12「表 コミュニティ交通の運行状況
（令和6年11月1日現在）」

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

P46,47「3.計画の目標・目標指標(KPI)」

補助要綱第17条第1
項に規定する事項













R8年度

近鉄バス株式会社 (4) 喜志循環線 6,244.5

近鉄バス株式会社 (5) 阪南線 4,551.0

近鉄バス株式会社 (6) さくら坂循環線 7,191.0

近鉄バス株式会社 (7) 千早線 3,171.0

21,157.5  

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるもの
とする。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に
該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

特
例
措
置

合　　計

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

富田林市
太子町
河南町

千早赤阪村



表４　別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が
 　　　整備されている」と認めた市町村の一覧

都 道 府 県 名 広 域 行 政 圏 名 市 町 村 名 指 定 の 理 由

大阪府 南河内地域広域行政圏

富田林市
太子町
河南町
千早赤阪村

医療機関や公共施設、商業施設等が整備されているため、広域
行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると認め
られる。

 


